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用保護具の使用は義務付けられていない

ものの、ガイドラインに基づき坑内にお

いて有効な呼吸用保護具を使用させる場

合は、漏電等による爆発を防止するため

に、電動ファン付き呼吸用保護具以外の

労働安全衛生法第44条の２の型式検定

に合格した防じんマスクを使用させるこ

と。

ただし、電動ファンを停止しても型式

検定に合格した防じんマスクと同等以上

の防じん機能を有する電動ファン付き呼

吸用保護具を使用する場合で、雷管取扱

作業を開始する前に、漏電等による爆発

のおそれのない安全な場所で、当該電動

ファン付き呼吸用保護具の電池を取り外

し保管したうえで、当該雷管取扱作業を

行うときは、この限りでないこと。

３　その他
これら以外に、粉じん則別表第１に粉じ

ん作業として、「屋内において、金属を溶

断し、又はアーク溶接する作業のうち、自

動溶断し、又は自動溶接する作業」を新た

に追加するとともに、粉じん則別表第１の

改正に伴うじん肺法施行規則別表の改正、

粉じん作業にかかる業務に従事した者に係

る健康管理手帳の様式に喫煙歴を記入する

欄を設けるための労働安全衛生規則の改正

が行われています。
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盧 建災防と防止規程
建設業労働災害防止協会（略称：建災防）

は、「労働災害防止団体法」という法律に

基づき、1964年に設立された組織です。

建災防の会員は、建設業を営む事業主及

び事業主団体で構成され、現在、６万社以

上の企業、団体が加入しています。

労働災害防止団体法において、建災防は

厚生労働大臣の認可を受けた「建設業労働

災害防止規程（以下「防止規程」といいま

す）」を定め、また、建災防とその会員は、

この防止規程を順守する義務があると定め

られています。

労働安全衛生関係法令（以下「安衛法令」

といいます）は、事業場（仕事）において

講ずべき安全衛生措置を定めたもので、努

力義務規定を除けば、労働安全衛生確保の

ためのミニマムルールです。防止規程は、

この「安衛法令」を上回る自主的な基準を

規定し、この規定を建災防とその会員が順

守していくことで、建設業の労働災害の防

止に寄与していこうとするものです。

防止規程は、1966年に定められました

が、その後、数回の改正を経て、今回

（2008年）大幅な改正を行いました。改正

内容の厚生労働大臣の認可は2008年１月

４日、建災防とその会員への適用は周知期

間の90日を経て2008年４月３日からとな
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りました。

盪 防止規程改正の背景
今回の防止規程の改正の背景には、建設

業の技術革新への対応、安衛法令の改正な

どがありますが、具体的には、次のような

ことへの対応の必要性によるものです。

① 安衛法令に基づく、安全衛生管理体制

の整備が必要なこと。

② 危険性又は有害性等の調査等の実施

（リスクアセスメント）、労働安全衛生マ

ネジメントシステム等の安衛法令の改正

を踏まえた、自主的な安全衛生活動の促

進が必要なこと。

③ 行政指導等を踏まえ、また、より本質

的な安全衛生対策をする上で、足場先行

工法、手すり先行工法、一酸化炭素中毒

の防止などの各種ガイドラインなどの実

施に積極的に取組んでいくことが必要な

こと。

④ 近年、健康障害防止対策、メンタルヘ

ルス、過重労働対策などへの重要性が増

し、働く者の心身両面にわたる健康の保

持増進対策の強化が必要なこと。

蘯 防止規程の内容
防止規程は、13章186条で構成されてい

ます。全規定の内容は、建災防ホームペー

ジ（http://www.kensaibou.or.jp）に公表

していますが、土木施工管理技士の皆様に

理解していただき、土木工事において具体

的に対応されたい規定の一部を次表に紹介

します。
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盻 おわりに
建災防の会員企業等は、労働災害防止の

ため、労働安全衛生関係法令、防止規程の

順守をしなければなりません。また、自社

の特性を活かした具体的な安全衛生管理活

動を「計画（Plan）－実施（Do）－評価

（Check）－改善（Act）」を回しながら、

自主・自律的に推進し、安全衛生水準が向

上していくことを期待いたします。

土木施工管理技士の皆様には、仮設設備

が安全作業の確保に重要な役割を果たして

いること、安全衛生に配慮した施工計画・

作業計画と施工状況の点検整備が重要なこ

とを一層認識され、施工技術の中に、労働

安全衛生関係法令と、防止規程の措置事項

を織り込まれ、さらに、施工技術能力を十

分に発揮されて、土木工事において、より

高い安全衛生水準の確保に努められるよう

切望いたします。

１．工事内容

産業廃棄物最終処分場の継続工事で集水

塔を増築する工事であった。

足場工、型枠組立、鉄筋工、外周型枠組

立、コンクリート打設、脱枠、集水塔内部

内蓋撤去の順で施工を計画した。

２．工事の経緯

工事内容としては、単工種で集水塔の増

築工事のみ受注した。

産業廃棄物処分場ということもあり、辺

り一面に独特の臭いがしていた。それも、

数時間で気にならなくなった。４mになる

集水塔の内部に入り、型枠組立を行うため

念のため送風機を２基用意し、設置して作

業を行うこととした。

既存集水塔の盛土および足場組立は他業

者が施工を行った。盛土、足場組立が終了

しまず、内側の型枠組立から施工し、次に

鉄筋組立を行った。続けて外周の型枠組立

を行い、２日目にコンクリート打設を行い、

強度が出るまで養生を行い、脱枠を行った。

そして脱枠が終了し、最後の既存と増築

部の境目に設置してあった内蓋を取り外し

た直後、作業員が苦痛の表情で上部へ這い

上がろうとしたが、意識を失い７m程度下

へ転落した。奇跡的に作業員は救出され１

週間ほどで退院し、今では通常の生活に戻

っている。その事故後の調査で内蓋内部に
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